
高崎市教育センター 教育支援センター
「ふれあい榛名教室」

（ ）□開設 平成１９年４月１日 市町村合併により

□代表者職氏名 教育センター 所長 清水 さとみ

□所在地 〒 高崎市下室田町900番地1370-3342
高崎市役所榛名支所内

(027)374-1881□電話／ＦＡＸ

（３）日時程１ 運営の目的
登校できずに悩んでいる児童生徒に、仲間との

触れ合いの機会を設けて、様々な体験活動や学習

の補充などを通して、自立心や社会性、集団への

適応力等を養い、社会的自立に向けて指導・援助

を行う。

２ 令和５年度職員の構成・分担
職 員 人数 業務内容

教育 所長 １ 運営総括

セン 次長 １ 運営補佐

ター 担当指導主事 ２ 指導全般

所員 ２ 指導全般

庶務 １ 庶務全般

教室 指導員 ２ 通室生の指導

及び相談

（ ）（４）主な行事予定 令和５年度

※８教室合同行事３ 入室対象及び受入状況
ものづくり体験学習（１） 入室対象 １０月

（たくみの里）高崎市の小・中学校に在籍する不登校また

１１月 社会科体験学習は不登校傾向の児童生徒で、本人及び保護者

（ガトーフェスタハラダ・県立自然史博物館）が入室を希望し、通室が適切であると認めら

１月 プラネタリウム学習れた者。

（高崎市少年科学館）

（２） 受入状況（令和４年度）

小学生 １名 中学生１５名 計１６名

４ 令和５年度開設状況
（１） 開設日時

学校の休業日を除く月曜日～金曜日

９：００～１５：００

（２） 開設期間

４月７日～３月１３日（中３）

２３日（小６）

２４日 その他の学年)（

時 間 主な活動内容

９：００～

９：１５～

１２：００

１２：００～

１３：００

１３：００～

１４：４５

１４：４５～

１５：００

通室

教科学習、創作活動、
読書、運動等

昼食・自由時間

教科学習、創作活動、
読書、運動等

清掃・１日の反省

退室



（３） 関係諸機関との連携５ 入室・退室の進め方
○それぞれのケースに応じて、スクールカウンセ（１） 入室の手続き

相談受付 ラー、スクールソーシャルワーカー、児童相談

↓ 所、専門医療機関等との連携を図る。

相 談①

７ 特色のある活動・教育支援センター見学

↓ 不登校児童生徒が、自然に親しむ活動や人と関

② わり交流する活動を通して、自主性や集団適応力入室申請書

・保護者は教育支援センター入室申請書を 等を高めることが、社会的自立に向けた支援につ

校長に提出する ながると考え、８教室合同行事を実施している。

↓ 令和４年度に実施した８教室合同行事の概要は

③ 以下のとおりである。入室依頼書

・校長は教育センター所長及び担当者と入

○ものづくり体験学習室について協議し、入室依頼書を教育セ

期日 令和４年１０月１９日（水）ンター所長に提出する

場所 たくみの里↓

内容 仲間と交流しながら創造的な活動を楽し④体験

む経験により、社会性の向上を図る。↓

○社会科体験学習⑤入室判定

期日 令和４年１１月１６日（水）・受け入れについて協議

場所 富岡製糸場↓

群馬県立自然史博物館⑥入室決定

内容 見学を通して人と関わり合う楽しさや↓

喜びを味わう。また、文化遺産や自然科⑦入室承諾書

学の大切さについて考えるとともに働く・教育センター所長は校長、保護者に入室

ことの意義を考えるきっかけとする。の承諾を通知する

○プラネタリウム体験学習

期日 令和５年１月２５日（水）（２） 退室の手続き

場所 高崎市少年科学館○完全復帰が十分に確認された時点で、室長の判

内容 天体学習や科学工作を通し、通室生の科断をもって退室とする。

。学的探究心の向上や未来への希望を育む

６ 学校・家庭及び関係機関との連携
（１） 学校との連携

○通室している児童生徒の担任、在籍校の相談員

・スクールカウンセラー、管理職などと学期に

１回の定期情報交換を行う。また、必要に応じ

て随時行う。

○必要に応じて指導員が学校を訪問し、児童生徒

の様子を伝え、今後の対応の仕方を話し合う。

○通室の状況が安定し、かつ情緒面の安定が感じ

られる児童生徒に対しては登校支援を行う。そ

の際には、本人の意思を尊重し、個々の状況に

応じて段階的に進めていく。

（２） 家庭との連携

○指導員とボランティア相談員は、保護者との面

談を積極的に行い、支援していく。


